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資料の内容 
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1. 低濃縮燃料を用いた炉心による運転再開までの全体計画と
本設工認申請について 
 

2. 前回の審査会合での質問に関する回答 
 

3. 新しく追加した技術基準規則への適合性についての説明 



KUCA低濃縮化に向けた全体計画の概要 
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KUCAの設置変更承認申請にて承認された低濃縮炉心での運転に向けて、 

低濃縮燃料の製作を行い、それを用いた炉心が設置許可に記載された 
内容と整合しているかどうかを確認するため、低濃縮燃料炉心に対する 
確認を行う必要がある。 

そのため今回の申請である低濃縮燃料の製作に加えて、低濃縮燃料炉心に 
関する設工認も行う必要がある。 
 燃料の製作には、軽水減速炉心用と固体減速炉心用の２種類の 
燃料要素を製作する。そのため、低濃縮炉心に関する設工認についても 
２種類の炉心に対して申請を行う予定である。 

低濃縮燃料の製作（今回：第１分割申請）：軽水減速炉心＋固体減速炉心 
低濃縮燃料炉心（次回：第２分割申請）    ：軽水減速炉心＋固体減速炉心 

KUCA低濃縮炉心への運転に向け、設置変更承認申請における記載と整合しているか 
どうかを確認するとともに、許可基準規則への適合性の確認を行った項目について、 
設工認申請において技術基準規則と適合しているかどうかを確認する。 
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KUCA低濃縮化に向けた全体計画の概要 

第１分割申請 
  燃料要素の製作 
 ・軽水減速炉心用低濃縮燃料 
 ・固体減速炉心用低濃縮燃料 

燃料の製作 
各種検査 

第２分割申請 
  炉心に関する性能検査 
 ・軽水減速炉心 
 ・固体減速炉心 

工事等は行わない 
低濃縮炉心に関する 
性能検査 

前回の審査会合において、説明済 
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第１分割申請 
軽水減速炉心用低濃縮燃料の製作 





製作する燃料要素の図面 



製作する燃料要素の図面 
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最小長さ となる両端を①と②とし、そこから最大で 考え、 
燃料芯材の端からその線までをZone2と定義（両端とも）。 
両端のZone2に挟まれた部分をZone1とする。 

燃料芯材の両端からの長さX1とX2:  







添付書類八 
8-2 原子炉本体の構造及び設備 
8-2-1 炉心 
8-2-1-2 燃料体の最大挿入量 
8-2-1-2-2低濃縮ウラン炉心 
(2)軽水減速炉心 
濃縮ウラン（濃縮度約 ）  （U-235量） 
 
8-2-2燃料体 
8-2-2-1 燃料材の種類 
8-2-2-1-2低濃縮ウラン炉心 
軽水減速炉心用 
ウランシリサイド・アルミニウム分散型燃料材（ U3Si2 -Al）
（標準型燃料板） 
（ウランシリサイドの主成分はU3Si2とし、ウランを約

の割合でアルミニウム中に分散させたものとす
る） 
濃縮度 約  
 

原子炉設置変更承認申請における 
軽水減速炉心用低濃縮ウラン燃料要素の記載 

3.1.1  炉心に関する制限 
(1) 炉心への最大挿入量 
 
3.2.3 燃料要素の仕様 
(3) 数量 

3.1.2  燃料要素 
(1) 燃料材の種類 
 
3.2.1 燃料材の仕様 
 (1) アルミニウム粉末 
 (2)ウランシリサイド粉末 
 (3) ウランシリサイドコンパクト 
 
3.2.3  燃料要素の仕様 
(2) ウラン密度 
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設計仕様（申請書記載内容） 

燃料材の仕様 

(1) アルミニウム粉末 
アルミニウム合金  

  
(2) ウランシリサイド粉末 

濃縮度は  
Si濃度は7.5 +0.4/-0.1 wt% 

  
(3)ウランシリサイドコンパクト 
         U-235量は  

被覆材の仕様 

アルミニウム合金  
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燃料要素の仕様 

設計仕様（申請書記載内容） 

(2) ウラン密度 
    
 
(3) 数量 

製作数 以下（ただしU-235量は 以下） 
  
 
・その他 

燃料要素1枚毎にID刻印を行う。 
刻印の位置は燃料芯材部以外とする。 

以上の設計仕様は、設工認申請書の添付書類「原子炉設置変更承認
申請書」との整合性に関する説明書において、整合性を確認している 
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構造、強度及び漏えいの確認に係る検査 

試験・検査項目（申請書記載内容） 

1. 燃料材材料検査 
(1) アルミニウム粉末 
1) 化学的組成検査 
  材料メーカのミルシート等に基づき、燃料材アルミニウムの化学的組成が所定の  
  範囲であることを確認する。 
  
(2) ウランシリサイド粉末 
1) 化学的組成検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランシリサイド粉末の化学的組成が所 
  定の範囲であることを確認する。 
2) 濃縮度検査 
  ウラン供給者のミルシート等に基づき、燃料材ウランのウラン濃縮度が所定の範 
  囲であることを確認する。 
 
(3) ウランシリサイドコンパクト 
1) U-235含有量検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランシリサイドコンパクト中のU-235含 
  有量が所定の範囲であることを確認する。 
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試験・検査項目（申請書記載内容） 

2.   被覆材検査 
(1) 化学的組成検査 
  材料メーカのミルシート等に基づき、被覆材アルミニウムの化学的組成が所定の 
  範囲であることを確認する。 
(2) 機械的性質検査 
  材料メーカのミルシート等に基づき、被覆材アルミニウムの機械的性質が所定の 
  範囲であることを確認する。 
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試験・検査項目（申請書記載内容） 
3.  燃料要素検査 
(1) 燃料芯材位置寸法検査 
  加工メーカのX線透過試験結果記録等に基づき、燃料芯材の位置と寸法が所定 
  の範囲であることを確認する。 
(2) ウラン密度検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、燃料要素中のウラン密度が所定の範囲 
  であることを確認する。 
(3) 燃料要素寸法検査 
  燃料要素の寸法が所定の範囲であることを確認する。 
(4) 被覆材厚さ検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、製造バッチ毎に１枚の燃料要素を選び、 
  破壊検査によって、被覆材の厚さが所定の範囲であることを確認する。 
(5) 外観検査 
  燃料要素に有害な傷、異物及び著しい汚れがないことを目視により確認する。 
(6) 刻印検査 
  刻印が所定の位置にあることを確認する。 
(7) 員数検査 
  製作された燃料要素が、 以下であることとU-235量の合計が 以下であ  
  ることを確認する。製作2回目の検査では、1回目で製作した燃料要素枚数と合わ 
  せて 以下であることとU-235量の合計が 以下であることを確認する。 
(8) 外観検査2 
  燃料要素に有害な傷、異物及び著しい汚れがないことを目視により確認する。 
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機能及び性能の確認に関する検査 

試験・検査項目（申請書記載内容） 

該当なし 

本申請に係る工事が本申請書に従って行われたものであることの確認に係る検査 

1.  設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査（適合性確認検査） 
  設計変更の生じた構築物について、本申請書の「設計及び工事の方法」に従って 
  行われ、下記の技術基準規則への適合性が確認されていることを、記録等により 
  確認する。 
    地震による損傷の防止（第6条） 
    外部からの衝撃による損傷の防止（第8条） 
    機能の確認等（第11条） 
    安全設備（第21条） 
    炉心等（第22条） 
    核燃料物質取扱設備（第25条） 
    核燃料物質貯蔵設備（第26条） 
  
2.  品質マネジメントシステムに係る検査（品質マネジメントシステム検査） 
  本申請書の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載した「品質マネ 
  ジメント計画書」に従って、工事及び検査に係る保安活動が行われていることを、 
  記録等により確認する。 21 
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第１分割申請 
固体減速炉心用低濃縮燃料の製作 





製作する燃料要素の図面 
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製作する燃料要素の図面 

5 
アルミニウム製の被覆材の形状 

寸法は前頁 
参照 





添付書類八 
8-2 原子炉本体の構造及び設備 
8-2-1 炉心 
8-2-1-2 燃料体の最大挿入量 
8-2-1-2-2低濃縮ウラン炉心 
(1)固体減速炉心 
濃縮ウラン（濃縮度約 ）  （U-235量） 
 
 
8-2-2燃料体 
8-2-2-1 燃料材の種類 
8-2-2-1-2低濃縮ウラン炉心 
固体減速炉心用 
ウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料（U7Mo－Al）
（角板） 
（ウランモリブデンの主成分はU7Moとし、ウランを約

の割合でアルミニウム中に分散させたものとす
る） 
濃縮度 約  

原子炉設置変更承認申請における 
固体減速炉心用低濃縮ウラン燃料要素の記載 

3.1.1  炉心に関する制限 
(1) 炉心への最大挿入量 
 
3.2.3 燃料要素の仕様 
(2) 数量 

3.1.2  燃料要素 
(1) 燃料材の種類 
 
3.2.1 燃料材の仕様 
 (1) アルミニウム粉末 
 (2)ウランモリブデン粉末 
 (3) ウランモリブデンコンパクト 
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設計仕様（申請書記載内容） 
燃料要素の仕様 

(1) 寸法 
1) 燃料要素寸法（被覆を含む） 

   
 
2) 被覆材厚さ 

 
 
(2) 数量 

製作数 以下（ただしU-235量は 以下） 
  
 
・その他 

燃料要素1枚毎にID刻印を行う。 
刻印の位置は燃料芯材部以外とする。 
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以上の設計仕様は、設工認申請書の添付書類「原子炉設置変更承認
申請書」との整合性に関する説明書において、整合性を確認している 





構造、強度及び漏えいの確認に係る検査 

試験・検査項目（申請書記載内容） 

1. 燃料材材料検査 
(1) アルミニウム粉末 
1) 化学的組成検査 
  材料メーカのミルシート等に基づき、燃料材アルミニウム粉末の化学的組成が所 
  定の範囲であることを確認する。 
  
(2) ウランモリブデン粉末 
1) 化学的組成検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデン粉末の化学的組成が所 
  定の範囲であることを確認する。 
2)モリブデン重量比検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデン粉末のモリブデン重量 
  比が所定の範囲であることを確認する。 
3) 濃縮度検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデン粉末のウラン濃縮度が 
  所定の範囲であることを確認する。  

33 



試験・検査項目（申請書記載内容） 

(3)ウランモリブデンコンパクト（燃料芯材） 
1)コンパクト寸法検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデンコンパクトの寸法が所定 
  の範囲であることを確認する。 
2) U-235重量検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデンコンパクトのU-235重量 
  が所定の範囲であることを確認する。 
3) ウラン密度検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデンコンパクトのウラン密度 
  が所定の範囲であることを確認する。 
 
2.   被覆材検査 
(1) 化学的組成検査 
  材料メーカのミルシート等に基づき、被覆材アルミニウムの化学的組成が所定の 
  範囲であることを確認する。 
(2) 機械的性質検査 
  材料メーカのミルシート等に基づき、被覆材アルミニウムの機械的性質が所定の 
  範囲であることを確認する。 
(3) 寸法検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、被覆材アルミニウムの寸法が所定の範 
  囲であることを確認する。 34 



試験・検査項目（申請書記載内容） 
3.  燃料要素検査 
(1)寸法検査 
  燃料要素の寸法が所定の範囲であることを確認する。 
(2) 燃料芯材検査 
  加工メーカのX線透過試験結果記録等に基づき、燃料芯材が存在することを確認 
  する。 
(3) 溶接部確認検査 
  加工メーカの試験結果記録等に基づき、燃料要素溶接部の溶接深さ、所定の深 
  さを超える傷がないことを確認する。 
(4) 外観検査 
  所定の深さを超える傷がないことを確認するとともに、燃料要素に異物及び著しい 
  汚れがないことを目視により確認する。 
(5) 刻印検査 
  目視により、所定の位置に刻印があることを確認する。 
(6) 員数検査 
  製作された燃料要素が、 以下であることとU-235量の合計が g以下であ  
  ることを確認する。製作2回目以降の検査では、それ以前に製作した燃料要素枚 
  数と合わせて 以下であることとU-235量の合計が 以下であることを確 
  認する。 
(7) 外観検査2 
  所定の深さを超える傷がないことを確認するとともに、燃料要素に異物及び著しい 
  汚れがないことを目視により確認する。 35 



機能及び性能の確認に関する検査 

試験・検査項目（申請書記載内容） 

該当なし 

本申請に係る工事が本申請書に従って行われたものであることの確認に係る検査 

1.  設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査（適合性確認検査） 
  設計変更の生じた構築物について、本申請書の「設計及び工事の方法」に従って 
  行われ、下記の技術基準規則への適合性が確認されていることを、記録等により 
  確認する。 
    地震による損傷の防止（第6条） 
    外部からの衝撃による損傷の防止（第8条） 
    機能の確認等（第11条） 
    安全設備（第21条） 
    炉心等（第22条） 
    核燃料物質取扱設備（第25条） 
    核燃料物質貯蔵設備（第26条） 
  
2.  品質マネジメントシステムに係る検査（品質マネジメントシステム検査） 
  本申請書の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載した「品質マネ 
  ジメント計画書」に従って、工事及び検査に係る保安活動が行われていることを、 
  記録等により確認する。 36 
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第2分割申請 
軽水減速炉心用低濃縮炉心 
固体減速炉心用低濃縮炉心 
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軽水減速炉心 
・主な核的制限値 
最大過剰反応度     ：  0.5%∆k/k 
反応度温度計数  ： 2×10-4∆k/k/℃以下 
減速材対燃料の割合 ： H/U-235の原子数比 4.0×102以下 
 
・主な熱的制限値 
使用温度 
減速材及び反射材  ： 80℃以下 

固体減速炉心 
・主な核的制限値 
過剰反応度      ：  0.35%∆k/k以下 
過剰反応度は、臨界状態の炉心に印加されると想定される 
すべての正の反応度を加えた値 
反応度温度計数  ： 2×10-4∆k/k/℃以下 
減速材対燃料の割合 ： H/U-235の原子数比 4.0×102以下 
     C/U-235の原子数比 1.6×104以下 

低濃縮炉心の設工認申請における設計条件 

炉心の設工認申請においては、工事を実施しない。 
検査においては、適切な代表的炉心を選定し、上記の設計条件を 
満たすことを性能検査等において確認する。 





「炉心に関する設工認」における炉心の選定の考え方 
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・中性子スペクトル、炉心長さ、反応度温度係数、照射物の有無等の重要なパラ
メータを考慮し、代表炉心を選定する。 
 
  →炉心の選定方法等については、検査班も交えながら協議を行う 
 
・燃料要素の輸送の都度、構築可能になった代表炉心を実際に構築し、その成
立性を検査し、その都度、確認証を受けたい。 

炉心に関する設工認での性能試験 



KUCA低濃縮化に向けた設工認の分割申請 
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試験炉規則第３条第３項 
 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による
認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。こ
の場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の
概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理
由を記載した書類を添付しなければならない。 

・低濃縮炉心への運転に向けたスケジュール → スケジュール案を記載 

軽水 ： 燃料製作に関する設工認 ＋ 炉心に関する設工認 

固体 ： 燃料製作に関する設工認 ＋ 炉心に関する設工認 

第１分割申請（本申請）（２本） 第２分割申請分（２本） 

（製造は２回に分けて実施） 

（製造は３回に分けて実施） 

当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要 



一時に申請することができない理由 
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 燃料の製作からそれを輸送し確認するまでを本申請の申請範囲とする。 
本燃料要素の製作は海外にて行う予定であり、製造会社の工程スケジュール
や、輸送に係るコスト、また、国際情勢などによる輸送の不確実性を最小化する
ために、出来る限り早くに製作に取り掛かり、その輸送準備を行う必要がある。 
 そのため、燃料の製作に係る部分のみを先に分割申請する。 
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第1項 第6条 地震による損傷の防止 第1項

第2項 第6条 地震による損傷の防止 第1項

第3項 第21条 安全設備 第3項

第4項 第11条 機能の確認等 第1項

第1項第1号 第22条 炉心等 第1項

第1項第2号イ

第1項第2号ハ 第37条 原子炉格納施設 第2項第2号

第1項 第10条 試験研究用等原子炉施設の機能 第1項

第2項 第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第1項

第3項 第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第2項

第4項 第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第3項

第5項 第22条 炉心等 第1項、第2項

第1項第2号 第25条 核燃料物質取扱設備 第1項第2号

第1項第3号 第25条 核燃料物質取扱設備 第1項第3号

第1項第4号 第25条 核燃料物質取扱設備 第1項第6号

第2項第1号 第26条 核燃料物質貯蔵設備 第1項第1号、第2号

第1項第1号 第30条 計測設備 第1項

第1項第2号 第30条 計測設備 第1項

第1項第3号 第30条 計測設備 第2項

第18条 安全保護回路 第1項第1号 第32条 安全保護回路 第1項第1号

第1項第1号 第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第1項第1号

第1項第2号ロ 第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第1項第2号ロ

第1項第2号 第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第2項第2号、第3号

第1項第3号 第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第2項第4号

第2項 第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第6項

第24条 工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護 第1項 第16条 遮蔽等 第1項

第25条 放射線からの放射線業務従事者の防護 第1項第2号 第16条 遮蔽等 第1項

第1項第2号 第38条 実験設備等 第1項第2号

第1項第3号 第38条 実験設備等 第1項第3号

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止 第1項

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止 第2項

第19条 反応度制御系統

第20条 原子炉停止系統

第29条 実験設備等

第15条 炉心等

第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

第17条 計測制御系統施設

第4条 地震による損傷の防止

第12条 安全施設

第13条 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止

設置変更承認申請書 設工認申請書（前半：燃料要素の製作） 設工認申請書（後半：低濃縮炉心への変更）

許可基準規則への適合性の確認を行った条項 技術基準規則への適合性の確認を行っている条項
設置変更の整合性の観点から技術基準規則への
適合性の確認を行う必要があると思われる条項

KUCA低濃縮化に向けた全体計画の概要 
許可基準規則と技術基準規則（燃料製作と炉心）との対応 

許可基準規則の適合性の確認を行った項目に対応するよう、 
設工認申請において技術基準規則への適合性の確認を実施する 
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設置変更承認申請に 
おいて許可基準規則の 
適合性の確認を行った 
条項 

第1項

第2項

第3項

第4項

第1項第1号

第1項第2号イ

第1項第2号ハ

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第1項第2号

第1項第3号

第1項第4号

第2項第1号

第1項第1号

第1項第2号

第1項第3号

第18条 安全保護回路 第1項第1号

第1項第1号

第1項第2号ロ

第1項第2号

第1項第3号

第2項

第24条 工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護 第1項

第25条 放射線からの放射線業務従事者の防護 第1項第2号

第1項第2号

第1項第3号

第19条 反応度制御系統

第20条 原子炉停止系統

第29条 実験設備等

第15条 炉心等

第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

第17条 計測制御系統施設

第4条 地震による損傷の防止

第12条 安全施設

第13条 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止

設置変更承認申請書

許可基準規則への適合性の確認を行った条項

赤字の条項 
低濃縮燃料製作の設工認に 
おいて確認 
 
青字の条項 
低濃縮炉心の設工認において 
確認 

（黒字）該当条文にしない項目 
第１３条第１項第２号イ 
炉心の著しい損傷が発生する燃
料誤装荷は保安規定および指示
書に基づいて作業するため、発生
の可能性は極めて低い。 
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第6条 地震による損傷の防止 第1項

第6条 地震による損傷の防止 第1項

第21条 安全設備 第3項

第11条 機能の確認等 第1項

第22条 炉心等 第1項

第22条 炉心等 第1項、第2項

第25条 核燃料物質取扱設備 第1項第2号

第25条 核燃料物質取扱設備 第1項第3号

第25条 核燃料物質取扱設備 第1項第6号

第26条 核燃料物質貯蔵設備 第1項第1号、第2号

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止 第1項

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止 第2項

設工認申請書（前半：燃料要素の製作）

技術基準規則への適合性の確認を行っている条項

低濃縮燃料の製作に関する 
設工認申請において 
技術基準規則の 
適合性の確認を行う 
条項 

核燃料物質取扱設備と 
核燃料物質貯蔵設備については、 
初回申請より追加 
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低濃縮燃料炉心に関する 
設工認申請において 
技術基準規則の 
適合性の確認を行う 
条項 第37条 原子炉格納施設 第2項第2号

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能 第1項

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第1項

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第2項

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第3項

第30条 計測設備 第1項

第30条 計測設備 第1項

第30条 計測設備 第2項

第32条 安全保護回路 第1項第1号

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第1項第1号

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第1項第2号ロ

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第2項第2号、第3号

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第2項第4号

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第6項

第16条 遮蔽等 第1項

第16条 遮蔽等 第1項

第38条 実験設備等 第1項第2号

第38条 実験設備等 第1項第3号

設工認申請書（後半：低濃縮炉心への変更）

設置変更の整合性の観点から技術基準規則への
適合性の確認を行う必要があると思われる条項
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審査会合での質問 
質問①とその回答 

48 
スケジュールについては、先に示したスケジュール案のとおり 

今後の許認可申請全体を把握する観点から、低濃縮燃料の製作に加えて、
低濃縮燃料を用いた炉心の運転開始までに予定している許認可申請（設
工認、保安規定、使用前確認等）について全体計画を説明すること。 

現在申請中 軽水減速炉心用低濃縮燃料の製作 
          固体減速炉心用低濃縮燃料の製作 

今後申請予定の設工認申請 軽水減速低濃縮炉心への変更に係る設工認申請 
    固体減速低濃縮炉心への変更に係る設工認申請 

トリウム貯蔵庫に関する設工認申請 

低濃縮燃料を用いた炉心による運転再開まで 

保安規定変更承認申請 低濃縮炉心に関する保安規定の改定 



質問②とその回答 
技術基準規則第２２条の第１項、第２項に関連して、申請書の添付にお
いては、被覆材の附加荷重及び自重の応力評価しか説明されていない。
例えば、STACYの設工認では、燃料の設計条件として最高使用圧力及び

最高使用温度を申請書の本文に記載した上で、添付の説明書で運転時
の圧力、温度、放射線、荷重等の説明がなされている。適合性への審査
においては、これらの説明が必要と考えている。 
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軽水申請書： 
3.1 設計条件 
3.1.3 最高使用圧力、最高使用温度 
最高使用圧力 ： 常圧 
最高使用温度 ： 減速材及び反射材 ： 90℃ 

固体申請書： 
3.1 設計条件 
3.1.3 最高使用圧力、最高使用温度 
最高使用圧力 ： 常圧 
最高使用温度 ： 90℃ 

申請書本文に最高使用圧力、最高使用温度を記載する。 

補正方針 
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（炉心等） 
第二十二条 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、運転時に
おける圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な
物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。 
２ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加
荷重その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐え
られるものでなければならない。 
３ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、冷却材の循環その他の要
因により生ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければな
らない。 

回答 
軽水、固体ともに、評価計算書（参考資料：軽水減速炉心用燃料要素計算書、固体減
速炉心用燃料要素計算書）に、燃料要素に関する照射特性、強度、腐食、ブリスタ、負
荷荷重の影響について説明しており、全てにおいて問題がないことを確認している。 

以下に軽水/固体減速炉心用燃料要素それぞれの説明について示す。 



②の回答についての説明（軽水） 
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軽水第１項 
 軽水減速炉心における最大熱出力は100Wで放射線の影響は低く、また、最高使用圧
力は常圧、最高使用温度は90℃（運転時の異常な過渡変化での温度上昇は最大でも約
2℃以下）と低いため、燃料芯材及び被覆材による有意な相互作用はない。また、評価計
算書Aに示したとおり、照射によるスウェリングでの体積増加率dV/Vは と小さ
く、また、温度上昇が2℃以下と低いため、異常をもたらすような熱応力、ブリスタ（400℃
を超えないことが基準）は発生しない。使用する被覆材も、これまでKUCAで約45年間使

用していたものとほぼ同じアルミニウム合金であり、使用条件も変わらないため腐食のお
それはない。以上のことから、運転時においても、物理的および化学的性質を保持できる
ものである。また、材料検査、外観検査及び寸法検査を実施し、適切な材料及び構造で
あることを確認する。 

申請書添付の適合性への説明書：第２２条の説明を修正する。（赤字修正部分） 
なお、第３項の説明は変更なし 
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固体第１項 
 固体減速炉心における最大熱出力は100Wで放射線の影響は低く、また、最高使用
圧力は常圧、最高使用温度は90℃（運転時の異常な過渡変化での温度上昇は最大で
も49.3℃）と低いため、燃料芯材及び被覆材による有意な相互作用はない。また、評価
計算書Aに示したとおり、照射によるスウェリングでの体積増加率dV/Vは と小
さく、また、温度上昇が最大49.3℃と低いため、異常をもたらすような被覆材への影響、
ブリスタ（400℃を超えないことが基準）以下は発生しない。使用する被覆材も、これまで
KUCAで約45年間使用していたものとほぼ同じアルミニウム合金であり、使用条件も変

わらないため腐食のおそれはない。以上のことから、運転時においても、物理的および
化学的性質を保持できるものである。 
 また、材料検査、外観検査及び寸法検査を実施し、適切な材料及び構造であることを
確認する。 

申請書添付の適合性への説明書：第２２条の説明を修正する。（赤字修正部分） 
なお、第３項の説明は変更なし 

②の回答についての説明（固体） 





質問③とその回答 

第２１条第３項について、補正申請において説明を追加すること 
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第２１条（安全設備） 
３ 安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に
想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる
ものであること。 

補正申請において第２１条の説明を追加する 

回答：低濃縮燃料要素を用いた炉心の通常運転時、運転時の異常な過渡
変化時及び設計基準事故時において、影響を与えうると想定される環境条
件としては、当該燃料要素の温度上昇がある。当該燃料要素の温度上昇
の最大値は、軽水減速炉心も含めて、固体減速炉心での運転時の異常な
過渡変化における49.3℃であり、温度上昇の影響を受けることはない。 





質問⑤とその回答 

輸送時において燃料要素が変形あるいは破損する可能性などが考えら
れるが、事業所到着後に検査項目がないのはなぜか。 
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前回審査会合では、自主検査を計画している旨を説明したが、その後の京大内
での議論の結果、使用事業者検査に到着後の外観検査を含めることとする。 

軽水、固体ともに、設工認申請書に下記文章を追加する。 
（併せて申請書図－２もそれぞれ変更） 
 
 
4.2.1.3 燃料要素検査 
外観検査２ 
燃料要素に有害な傷、異物及び著しい汚れがないことを目視により確認する。 









技術基準規則との適合性について（第二十五条） 
（核燃料物質取扱設備） 
第二十五条 核燃料物質取扱設備は、次に掲げるところにより設置されていなければならない。 
一 通常運転時において取り扱う必要がある燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」と総称する。）を取り扱う能力を有するもの
であること。 
二 燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。 
三 燃料体等の崩壊熱を安全に除去することにより燃料体等が溶融しないものであること。 
四 取扱中に燃料体等が破損するおそれがないものであること。 
五 燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃及び熱に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。 
六 前号の容器は、燃料体等を封入した場合に、その表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子
力規制委員会の定める線量当量率を超えないものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この
限りでない。 
七 燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力の供給が停止した場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器により
燃料体等の落下を防止できること。 
八 次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。 
イ 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものであること。 
ロ 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し及び警報を発すること
ができるものであること。 

第１項第２号について 
 本設工認申請よって製作する燃料要素は、KUCAの高濃縮ウランの燃料要素と1枚当
たりのU235量が異なっているが、組み立てエリアにおける燃料要素の制限（京都大学
複合原子力科学研究所原子炉施設保安指示書4.2.3.4）、燃料机上において仮置きする
燃料要素の制限（京都大学複合原子力科学研究所原子炉施設保安規定第62条）及び

組み立てエリアから炉心への移動時の燃料要素の制限（京都大学複合原子力科学研
究所原子炉施設保安規定第68条）の変更により適合性が確保される。 
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技術基準規則との適合性について（第二十五条）続き 
（核燃料物質取扱設備） 
第二十五条 核燃料物質取扱設備は、次に掲げるところにより設置されていなければならない。 
一 通常運転時において取り扱う必要がある燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」と総称する。）を取り扱う能力を有するもの
であること。 
二 燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。 
三 燃料体等の崩壊熱を安全に除去することにより燃料体等が溶融しないものであること。 
四 取扱中に燃料体等が破損するおそれがないものであること。 
五 燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃及び熱に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。 
六 前号の容器は、燃料体等を封入した場合に、その表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子
力規制委員会の定める線量当量率を超えないものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この
限りでない。 
七 燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力の供給が停止した場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器により
燃料体等の落下を防止できること。 
八 次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。 
イ 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものであること。 
ロ 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し及び警報を発すること
ができるものであること。 

第１項第６号について 
第１項第２号の適合性が確保されることにより、取扱設備 
が臨界に達するおそれがなく、放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去のための設備を要しな
いため、適合性が確保される。 
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技術基準規則との適合性について（第二十六条） 
（核燃料物質貯蔵設備） 
第二十六条 核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。 
一 燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。 
二 燃料体等を貯蔵することができる容量を有すること。 
三 次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。 
イ 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し及び警報を発することができるものであること。 
ロ 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し及び警報を発すること
ができるものであること。 
２ 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する核燃料物質貯蔵設備は、前項に定めるところによるほか、次に掲げるところ
により設置されていなければならない。 
一 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食することを防止し得るものであること。 
二 使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものであること。 
三 使用済燃料その他高放射性の燃料体の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。 
四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を液体中で貯蔵する場合は、前号に掲げるところによるほか、次に掲げるところによるこ
と。 
イ 液体があふれ、又は漏えいするおそれがないものであること。 
ロ 液位を測定でき、かつ、液体の漏えいその他の異常を適切に検知し得るものであること。 

第１項第１号について 
本設工認申請よって製作する燃料要素は、浸水のおそれのない臨界集合体棟の2階に
設けられた の棚をもつ貯蔵棚（

で拡張することが可能）にバードケージに収納して貯蔵する。燃料棚は、KUCA建設
時に製作されたもので、昭和48年9月の設工認申請書に、 

と記載されている。 
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